
 
議 会 資 料 

議案第 ３０  号 
経 済 課 

 
 

志摩市奨学金返済支援基金条例の一部改正について 
 
 
１．条例を改正する理由 
 
この基金は、市内への移住及び定住を促進するため、若者の奨学金の返済支援

に係る事業に充てる資金として設置しており、現行では、附則第２項において

「この条例は、平成 37 年（令和 7 年）3 月 31 日限り、その効力を失う」と定

められています。 
しかしながら、本市への移住及び定住を促進する上で、奨学金の返済を支援す

る事業は重要な施策のひとつであり、令和７年度以降も継続することが不可欠

です。 
そのため、今回の条例改正により失効規定を削除し、安定的かつ持続的に本事

業を推進していきます。 
 
 
２．改正する条例の要点 
 
 附則第２項を削除し、失効規定は定めないこととします。 
 
 
３．改正による効果等 
 
 失効規定を削除することで、若者の移住及び定住促進に係る施策の一つであ

る奨学金の返済を支援する事業を継続することが可能となります。 
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志摩市奨学金返済支援基金条例(平成28年志摩市条例第46号)新旧対照表 

現行 改正後（案） 

附 則 附 則 
 (施行期日)  
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。  この条例は、平成29年4月1日から施行する。 

(失効) 
2 この条例は、平成37年3月31日限り、その効力を失う。 
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